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１【ファンドの運用状況】

（１）【投資状況】

①【投資状況】
   平成28年7月29日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

親投資信託受益証券 日本 202,955,151 99.75

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― 506,782 0.25

 純資産総額  203,461,933 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

②【投資資産】

（ａ）【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
      平成28年7月29日現在

国／
地域

    上段：帳簿価額 利率（％） 投資
銘　柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率

    単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％)

日本 コモディティマザーファンド
親投資信託
受益証券 ― 270,968,159

0.7400
0.7490

200,516,519
202,955,151

―
― 99.75

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

 

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
 平成28年7月29日現在

種類／業種別 投資比率(％)

親投資信託受益証券 99.75

合　計 99.75

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

 

（ｂ）【投資不動産物件】
該当事項はありません。

 

（ｃ）【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

 

（２）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成28年7月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移

は次の通りです。
  （単位：円）

 純資産総額
基準価額

(１万口当たりの純資産価額)

第1計算期間末日
（平成28年 1月26日）

347,649,764
347,649,764

（分配付）
（分配落）

7,308
7,308

（分配付）
（分配落）

平成27年 7月末日 207,446,680  9,989 

8月末日 202,367,913  9,335 

9月末日 198,924,304  9,143 

10月末日 280,060,446  9,130 

11月末日 289,542,484  8,611 

12月末日 307,464,440  7,985 

平成28年 1月末日 391,980,106  7,775 

2月末日 475,109,687  7,299 

3月末日 547,550,500  7,598 

4月末日 568,657,839  7,789 

5月末日 218,121,691  7,878 

6月末日 217,136,995  7,772 

7月末日 203,461,933  7,445 
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②【分配の推移】
 １万口当たりの分配金

第1計算期間 0円
 

③【収益率の推移】
 収益率（％）

第1計算期間 △26.92

第1計算期間末日から
平成28年7月末日までの期間

1.87

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末
の基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を
乗じて得た数をいう。ただし、第1計算期間末日から平成28年7月末日までの期間については平成
28年7月末日の基準価額から当該基準価額（分配落の額）を控除した額を当該基準価額（分配落
の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

 

＜参考＞

「コモディティマザーファンド」

①投資状況
   平成28年7月29日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

投資証券 アメリカ 279,987,778 99.13

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― 2,462,058 0.87

 純資産総額  282,449,836 100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

②投資資産

（ａ）投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄

      平成28年7月29日現在

国／
地域

    上段：帳簿価額 利率（％） 投資
銘　柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率

    単価（円） 金額（円） (年/月/日) (％)

アメリカ S&P GSCI ENERGY & METALS CAP 投資証券 ― 96,870
2,545.75
2,890.34

246,607,732
279,987,778

―
― 99.13

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

 

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
 平成28年7月29日現在

種類／業種別 投資比率(％)

投資証券 99.13

合　計 99.13

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

 

（ｂ）投資不動産物件
該当事項はありません。

 

（ｃ）その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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［参考情報］
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【投資リスク】
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２【設定及び解約の実績】
 設定口数 解約口数 発行済口数

第1計算期間 526,773,372 51,085,386 475,687,986

第2計算期期首から
平成28年7月29日までの期間

366,000,193 568,394,094 273,294,085
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３【ファンドの経理状況】

 

【中間財務諸表】

 

１　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」

（昭和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第３８条の３および第５７条の２の規定により、

「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しており

ます。

　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当中間計算期間（平成

28年1月27日から平成28年7月26日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査

法人により中間監査を受けております。
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ワールド・コモディティ・オープン（ラップ向け）
（１）【中間貸借対照表】

（単位：円）

第 1 期

［ 平成28年1月26日現在 ］

第 2 期中間計算期間末

［ 平成28年7月26日現在 ］

資産の部

流動資産

コール・ローン 2,096,648 1,648,670

親投資信託受益証券 346,809,872 205,755,969

未収入金 － 214,485

未収利息 3 －

流動資産合計 348,906,523 207,619,124

資産合計 348,906,523 207,619,124

負債の部

流動負債

未払解約金 800,793 637,743

未払受託者報酬 41,079 63,018

未払委託者報酬 410,701 630,130

未払利息 － 2

その他未払費用 4,186 6,442

流動負債合計 1,256,759 1,337,335

負債合計 1,256,759 1,337,335

純資産の部

元本等

元本 ※1 475,687,986 ※1 273,255,799

剰余金

中間剰余金又は中間欠損金（△） ※2 △128,038,222 ※2 △66,974,010

元本等合計 347,649,764 206,281,789

純資産合計 347,649,764 206,281,789

負債純資産合計 348,906,523 207,619,124
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）

第 1 期中間計算期間

自 平成27年 1月30日

至 平成27年 7月29日

第 2 期中間計算期間

自 平成28年 1月27日

至 平成28年 7月26日

営業収益

受取利息 106 65

有価証券売買等損益 △9,046,133 20,774,667

営業収益合計 △9,046,027 20,774,732

営業費用

支払利息 － 258

受託者報酬 25,307 63,018

委託者報酬 252,998 630,130

その他費用 24,146 6,444

営業費用合計 302,451 699,850

営業利益又は営業損失（△） △9,348,478 20,074,882

経常利益又は経常損失（△） △9,348,478 20,074,882

中間純利益又は中間純損失（△） △9,348,478 20,074,882

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）

1,235,572 15,584,757

期首剰余金又は期首欠損金（△） － △128,038,222

剰余金増加額又は欠損金減少額 10,029,426 149,757,863

中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

－ 149,757,863

中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
少額

10,029,426 －

剰余金減少額又は欠損金増加額 783,177 93,183,776

中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

783,177 －

中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
加額

－ 93,183,776

分配金 － －

中間剰余金又は中間欠損金（△） △1,337,801 △66,974,010
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（３）【中間注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評

価しております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 
 

第 1 期

［ 平成28年1月26日現在 ］

第 2 期中間計算期間末

［ 平成28年7月26日現在 ］

    
※１期首元本額 100,000,000円 475,687,986円

 期中追加設定元本額 426,773,372円 365,432,761円

 期中一部解約元本額

 

51,085,386円 567,864,948円

※２元本の欠損

純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり

ます。

 

128,038,222円

 

66,974,010円

 

３ 受益権の総数

 

475,687,986口 273,255,799口

４ １口当たり純資産額 0.7308円 0.7549円

 （１万口当たり純資産額） （7,308円） （7,549円）
    
 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 
区　分

第 1 期

［ 平成28年1月26日現在 ］

第 2 期中間計算期間末

［ 平成28年7月26日現在 ］

１ 中間貸借対照表計上

額、時価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。 同　左

２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事

項に関する注記）に記載しております。

同　左

  デリバティブ取引は、該当事項はありません。 同　左

  上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期

間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま

す。

同　左

３ 金融商品の時価等に関

する事項についての補

足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ

か、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定においては

一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提

条件等によった場合、当該価額が異なることもあり

ます。

同　左

 

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

 

＜参考＞

当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。

中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
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「コモディティマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

 

（１）貸借対照表

  
［ 平成28年1月26日現在 ］ ［ 平成28年7月26日現在 ］

金　額（円） 金　額（円）

資産の部    

流動資産    

預金  43,066,474 1,000,558

コール・ローン  11,373,763 1,061,212

投資証券  614,180,478 284,522,672

未収利息  18 ―

流動資産合計  668,620,733 286,584,442

資産合計  668,620,733 286,584,442

負債の部    

流動負債    

派生商品評価勘定  405 ―

未払金  46,894,570 ―

未払解約金  ― 214,485

未払利息  ― 1

流動負債合計  46,894,975 214,486

負債合計  46,894,975 214,486

純資産の部    

元本等    

元本 ※1 846,851,120 377,060,131

剰余金    

剰余金又は欠損金（△） ※2 △225,125,362 △90,690,175

元本等合計  621,725,758 286,369,956

純資産合計  621,725,758 286,369,956

負債純資産合計  668,620,733 286,584,442

（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月27日から翌年1月26日までであります。

 

（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等におけ

る終値で評価しております。

２ デリバティブ等の評価

基準及び評価方法

為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３ その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項

外貨建資産等の会計処理

「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。

 

（貸借対照表に関する注記）

  ［ 平成28年1月26日現在 ］ ［ 平成28年7月26日現在 ］

    
※１期首 平成27年1月30日 平成28年1月27日

 期首元本額 99,750,000円 846,851,120円

 期首からの追加設定元本額 801,792,155円 400,316,394円

 期首からの一部解約元本額

 

54,691,035円 870,107,383円

 元本の内訳＊   

 ワールド・コモディティ・オープン（ラップ向け） 472,364,305円 270,909,769円

 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定型） 103,740,568円 27,611,380円

 三菱ＵＦＪ アドバンスト・バランス（安定成長型） 270,746,247円 78,538,982円

 　　　　　　（合　計）

 

846,851,120円 377,060,131円

※２元本の欠損

純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり

ます。

 

225,125,362円

 

90,690,175円

 

３ 受益権の総数

 

846,851,120口 377,060,131口

４ １口当たり純資産額 0.7342円 0.7595円

 （１万口当たり純資産額） （7,342円） （7,595円）
    
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項

 区　分 ［ 平成28年1月26日現在 ］ ［ 平成28年7月26日現在 ］

１ 貸借対照表計上額、時

価及びその差額

時価で計上しているためその差額はありません。 同　左

２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事

項に関する注記）に記載しております。

同　左

  デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す

る注記）に記載しております。

デリバティブ取引は、該当事項はありませ

ん。

  上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期

間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま

す。

同　左

３ 金融商品の時価等に関

する事項についての補

足説明

当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金

融商品に関する注記）に記載しております。

同　左

 

（有価証券に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引に関する注記）

取引の時価等に関する事項

通貨関連

  ［ 平成28年1月26日現在 ］

区　分 種　類 契 約 額 等（円） 時　価 評 価 損 益

   うち1年超 （円） （円）

市場取引以外の取引 為替予約取引     

  買建     

 　アメリカドル 5,316,255 ― 5,315,850 △405

 　合　　計 5,316,255 ― 5,315,850 △405

 

［ 平成28年7月26日現在 ］

該当事項はありません。

 

（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為

替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も

近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先

物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

 

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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【ファンドの現況】

【純資産額計算書】

平成28年7月29日現在

（単位：円）

Ⅰ 資 産 総 額 203,860,827  

Ⅱ 負 債 総 額 398,894  

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 203,461,933  

Ⅳ 発 行 済 口 数 273,294,085 口

Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
0.7445

（ １万口当たり 7,445
 

）

 

＜参考＞

「コモディティマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成28年7月29日現在

（単位：円）

Ⅰ 資 産 総 額 282,596,511  

Ⅱ 負 債 総 額 146,675  

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 282,449,836  

Ⅳ 発 行 済 口 数 377,118,521 口

Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
0.7490

（ １万口当たり 7,490
 

）

 

 

 

EDINET提出書類

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)

半期報告書（内国投資信託受益証券）

13/18



４【委託会社等の概況】

（１）【資本金の額】

半期代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。

半期代替書面については、（http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html）でもご覧いただ

けます。

 

（２）【事業の内容及び営業の状況】

半期代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

 

（３）【その他】

該当事項はありません。

 
５【委託会社等の経理状況】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。
 
（１）【貸借対照表】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の（１）「貸借対照表」の記載のとおりです。
 

（２）【損益計算書】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の（２）「損益計算書」の記載のとおりです。

 
（３）【株主資本等変動計算書】

半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の（３）「株主資本等変動計算書」の記載のとお

りです。
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６【その他】

平成28年４月25日提出済みの有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項の一部に

ついて、内容の更新等を行います。原届出書の更新後の内容を記載する場合は＜更新後＞とします。

 

 

表紙

代表者の役職氏名

＜更新後＞

　取締役社長　　松田　通

 

 

有価証券報告書
第一部　ファンド情報
第１　ファンドの状況

１　ファンドの性格

（１）ファンドの目的及び基本的性格

［ファンドの目的・特色］

＜更新後＞
(略)
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(略)
 

（３）ファンドの仕組み

③委託会社の概況

＜更新後＞

・資本金

2,000百万円（平成28年７月末現在）

（略）

・大株主の状況（平成28年７月末現在）

（略）
 
２　投資方針
（２）投資対象
＜更新後＞
＜コモディティマザーファンドの概要＞

(略)
（投資制限）

(略)
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下としま

す。
(略)

 
（５）投資制限
＜更新後＞

＜信託約款に定められた投資制限＞
（略）
②新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファ

ンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属
するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指
図をしません。

（略）
⑯信用リスクの分散規制

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス

ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原

則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることと

なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う

こととします。

＜その他法令等に定められた投資制限＞
（略）

 
４　手数料等及び税金
（５）課税上の取扱い

＜更新後＞
（略）

※上記は平成28年７月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
（略）

 
第二部　委託会社等の情報
第２　その他の関係法人の概況

１　名称、資本金の額及び事業の内容

（１）受託会社

＜更新後＞

（略）

②資本金の額：324,279百万円（平成28年３月末現在）
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（略）

 

（２）販売会社

＜更新後＞

①名称
②資本金の額

（平成28年３月末現在）
③事業の内容

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279 百万円
銀行業務および信託業務を営ん
でいます。

 

３　資本関係

＜更新後＞

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成28年７月末現在）

（略）
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

平成28年８月31日

 

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 国 際 投 信 株 式 会 社

取　締　役　会　御　中

 

PwCあらた有限責任監査法人

 指定有限責任社員
業　務　執　行　社　員

 公認会計士　柴 　毅　印

 

 

 

 

 指定有限責任社員
業　務　執　行　社　員

 公認会計士　大畑　茂　印

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ

られているワールド・コモディティ・オープン（ラップ向け）の平成28年１月27日から平成28年７月26日までの中間計算期

間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し

有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報

を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中

間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中

間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部

を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重

要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適

用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する

内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、ワールド・コモディティ・オープン（ラップ向け）の平成28年７月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す

る中間計算期間（平成28年１月27日から平成28年７月26日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。

利害関係

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以　 上

 

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委

託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていません。
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